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都市局・建設局では、 に関する

を実施しています

１．都市局・建設局における「情報提供」とは？ 

都市局及び建設局では、設計図書の「情報提供」を実施しています。「情報提供」は「情報

開示請求」に比べ手続きを簡略化しているため、速やかに情報を提供できます。 

提供する情報は、主に 設計金額入り設計図書（設計書鏡、本工事内訳書、諸経費計算書、

内訳書、代価表、一位代価表）、数量計算書、積算根拠書となります。なお、一部不開示情報

を含む場合があります。 

「情報提供」を希望される設計図書がありましたら、工事・委託の各担当課にお問い合わ

せください。 

２．手続きのながれ 

（１）依頼の準備 

 さいたま市ホームページから「設計図書情報提供依頼書」をダウンロードし、

必要事項を記入してください。 

 情報提供は電子媒体で行います。貸出しは行っていません。 

（２）設計図書情報提供依頼書の提出 

 「設計図書情報提供依頼書」を、工事・委託の各担当課の“窓口”に直接提出

してください。郵送、FAX、電子メールでは受け付けていません。 

 設計図書の受け取り日時を調整します。（後日、電話での調整となる場合あり） 

（３）設計図書の受け取り 

 工事・委託の各担当課の“窓口”にて所定の費用を支払い、電子媒体を受け取

ってください。（CD-R：60円/枚、DVD-R：100円/枚） 

３．設計図書情報提供依頼書（様式）の取得方法 

「設計図書情報提供依頼書」の様式は、さいたま市ホームページからダウンロードしてく

ださい。 

トップページ > 事業者向けの情報 > まちづくり・交通・建設 > 公共工事 > 情報提供・注意事項
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４．情報提供の対象 

情報提供の対象としている設計図書は以下のとおりです。個別案件の詳細については、工

事・委託の各担当課にお問い合わせください。 

（１）請負工事にかかる設計図書 

※ 入札公告時における積算参考資料（土木工事）は、情報提供の対象外です 

（２）委託業務（単価契約に限る）にかかる設計図書 

※ 入札公告時における積算参考資料（土木工事）は、情報提供の対象外です 

（３）委託業務（設計・測量・地質等）にかかる設計図書 

※ 依頼書を窓口に提出する前に、委託業務の担当課にお問い合わせください 

５．お問い合わせ先 

（１）各工事・委託の担当課の検索 

各案件の担当課は以下のホームページなどから検索できます。

■埼玉県入札情報公開システムホームページ（電子入札） 

トップページ > 入札・見積結果情報検索 > (各案件の)発注情報 > 入札に関する注意事項 

■さいたま市ホームページ 

トップページ > 事業者向けの情報 > 届出・手続き > 入札・契約 

（２）担当課の連絡先の検索 

担当課の電話番号及びFAX番号は以下のホームページから検索できます。 

■さいたま市ホームページ 

トップページ > 市政情報 > 各課の紹介 > 都市局 または 建設局 

（３）関係ホームページの URL 

さいたま市ホームページ 

⇒ https://www.city.saitama.jp/

埼玉県入札情報公開システムホームページ 

⇒ https://ebidjk2.ebid2.pref.saitama.lg.jp/koukai/do/KF000ShowAction

＊情報提供の取組について 

都市局 都市計画部 都市総務課 電話：048-829-1394、FAX：048-829-1979 

建設局       技術管理課 電話：048-829-1516、FAX：048-829-1988 

＊情報公開の制度について 

総務局 総務部 行政透明推進課 電話：048-829-1118、FAX：048-829-1983 


